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特別目的会社の開示等の検討についての経緯（参考） 
 
特別目的会社・信託専門委員会で検討されてきた「特別目的会社の開示の充実について」及

び企業結合専門委員会において検討されてきた「監査委員会第 60 号の検討・整理について」の

経緯は、下記の通り。 
昨年 11 月に合同専門委員会を開催して、同時期に公表される適用指針案を一つにまとめるこ

とを検討したが、監査委員会第 60 号のうち VC 条項については、更なる検討の余地があること

から、「一定の特別目的会社の開示に関する適用指針（案）」について、分離して当初の予定通

り公表することとしたもの。 
 

 SPE の開示の充実について 
（特別目的会社専門委員会） 

監査委員会第 60 号の検討・整理について 
（企業結合専門委員会） 

H17 年 12 月 企業会計基準委員会 
・テーマ協議会からの提言 

 

H18 年 2 月 企業会計基準委員会 
・テーマアップ 

 

H18 年 5 月 特別目的会社専門委員会での検討 
・SPE の開示 

企業会計基準委員会 
・テーマアップ 

H18 年 8 月  企業結合専門委員会 
・子会社及び関連会社の範囲に関する検討 
 

H18 年 11 月

から 12 月 
企業会計基準委員会で「適用指針公開草案」の検討 

H19 年 1 月 企業会計基準委員会 
・「一定の特別目的会社の開示に関

する適用指針（案）」の検討 

 

 
以 上 


